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税務署だより tax office message

（問い合わせ先） 本郷税務署個人課税第１部門 ０３－３８１１－３１７１

会場では、ご自身のスマートフォンとマイナンバーカードで申告書を作成していただきます。

令和８年２月16日(月)から３月16日(月)まで

※土日及び祝日を除きます。
ただし、３月１日（日）は開場します。

受付 午前８時30分から午後４時まで

相談 午前９時15分から午後５時まで

☆ 当日、会場でも入場整理券を配付しておりますが、長時間お待ちいただく
場合があります。
☆ 入場整理券の配付が終了次第、事前予約の方以外の受付を締め切ります。
☆ 申告書等の提出のみの場合は、事前予約不要です。

① マイナンバーカード ※１

② パスワード(２種類必要です）※２

③ スマートフォン

④ 源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類

※１ マイナンバーカードには有効期限があります。

失効や有効期限切れとなっていないか確認をお願いします。

※２ カード発行時に、ご自身で設定したのパスワード

    ・ 利用者証明用電子証明書（数字４桁）

・ 署名用電子証明書（英数字６文字以上16文字以下）

国税庁ＬＩＮＥ

ご来場の前に...
まずは自宅でe-Taxにチャレンジ！

「作成コーナー」
で検索または
こちらから⇒

東京国税局１階（中央区築地5-3-1）

１月５日から２月13日に税務署での相談を希望される方は、オンライン事前予約をお願いします。
※ 当日の入場整理券の配付はありません。
※ 2月13日以前は電話による事前予約(土地、建物などの売却及び贈与税の申告・相談は除く）も受け付けておりますが、
１月以降確定申告期は電話でのお問合せが大変多くなりますので、オンライン事前予約をぜひご利用ください。

※ 会場開設期間中は、本郷税務署では申告
書の作成・相談は行っておりません。

会場への入場には「オンライン事前予約」が必要です！

必要なもの

注意事項

開設期間 会場

受付・相談

所得税及び復興特別所得税・贈与税・個人消費税の確定申告会場が
上野合同庁舎から

東京国税局1階
に変わります！
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都税事務所だより metropolitan tax office message

 
 
 
令和８年1月1日現在、23区内に償却資産を所有している方は、申告が必要です。 

令令和和８８年年２２月月２２日日（（月月））までに、資産が所在する区にある都税事務所に申告してくださ

い。申告には、電子申告（eLTAX：エルタックス）もご利用になれます。詳細は、ＨＰま

たは下記問合せ先へ 

問合せ先：償却資産について 資産が所在する区にある都税事務所の償却資産班 

      電子申告について eLTAXホームページ https://www.eltax.lta.go.jp/ 
 
 
 
 

 

 
 

１月１日現在、住宅の敷地として利用されている土地（住宅用地）で一定の要件を満た

す場合、固定資産税・都市計画税（23 区内）が軽減されます。軽減を受けるためには、

申告が必要です。令令和和８８年年２２月月２２日日（（月月））までに、土地が所在する区にある都税事務所の

土地班に申告してください。 

問合せ先：土地が所在する区にある都税事務所の土地班 

  
 
 
東京都主税局では、インターネット公売（動産、自動車、不動産等）を実施します。 

【公売申込期間】 

令和８年１月８日(木)13時～令和８年１月 26日(月)23時 

【せり売り期間（動産、自動車）】 

令和８年２月２日(月)13時～令和８年２月４日(水)23時 

【入札期間（不動産等）】 

令和８年２月２日(月)13時～令和８年２月９日(月)13時 

詳細は、東京都主税局HP又は下記問合せ先へ 

問合せ先：主税局徴収部機動整理課公売班 03（5388）3027 

 

 

 

東京都主税局では、１月９日（金）に公売公告を行い、１月30日（金）から２月６

日（金）までの間、都税の滞納により差し押さえた不動産等を期間入札の方法により売

却（公売）します。 

なお、入札書は、郵送により受け付けます。 

詳細は、東京都主税局HP又は下記問合せ先へ 

問合せ先：主税局徴収部実施分 徴収部機動整理課公売班  03(5388)3027 

      都税事務所実施分 徴収部徴収指導課徴収指導班 03(5388)3024 

      区市町村実施分 徴収部個人都民税対策課    03(5388)3039 

１１月月はは固固定定資資産産税税（（償償却却資資産産））のの申申告告月月でですす（（2233区区内内））  

イインンタターーネネッットト公公売売（（動動産産、、自自動動車車、、不不動動産産等等））ののおお知知ららせせ  

  

住住宅宅用用地地のの申申告告ははおお済済みみでですすかか？？（（2233区区内内））  

郵郵送送受受付付にによよるる公公売売（（不不動動産産等等））ののおお知知ららせせ  

  

エルレンジャー 

eLTAXイメージキャラクター 



法人会とは

提言書の全文は、全法連ホームページに
掲載しておりますので、ご覧ください。

https://www.zenkokuhojinkai.or.jp

意見広告

中小企業を中心として全国約70万社の会員企業で構成される“経営者の団体”「公益財団法人 全国法人会総連合 （略称：全法連）」は、9月26日
開催の理事会において「令和8年度税制改正に関する提言」を決議しました。参院選に向けた物価高対策の公約として、「消費税減税」がクローズ
アップされましたが、社会保障の財源に充てる消費税の減税は、高齢化の進展に伴って社会保障給付に対する財政需要が高まっていく中で、
物価高対策として適切な政策と言えるでしょうか。消費税減税の代わりに給料から天引きされる社会保険料が高くなれば、企業負担だけでなく、
現役世代の負担も重くなります。こうした点からも与野党で税と社会保障を一体的に改革し、国民負担のあり方を改めて考える必要があることを
求めました。また、世界経済に対するトランプ関税の影響は今後、本格化する恐れがあり、日本に与える打撃にも細心の注意が求められます。
こうした中で地域経済と雇用の担い手である中小企業の経営環境も厳しさを増しており、税財政上のきめ細かな支援が不可欠です。

公益財団法人 全国法人会総連合

会長 斎藤  保
株式会社IHI特別顧問

令和8年度税制改正に関する提言（概要）

1．財政健全化に向けて
財政健全化は国家的課題であり、本格的な歳出・歳入の一体的改革を進めることが重要である。歳入では安易
に税の自然増収を前提とすることなく、また歳出については聖域を設けず、分野別の具体的な削減の方策と
工程表を明示した上で着実に改革を実行し、我が国財政の持続可能性を確保しなければならない。特に今後、
大規模な自然災害や新たな感染症の拡大等、有事の際には膨大な財政需要が発生することも想定される。
そうした事態が起きた場合でも、機動的な財政出動を可能にするために財政健全化は必要な取り組みである。

2．社会保障制度に対する基本的考え方
中小企業は物価高騰の中で物価上昇を上回る賃上げが求められ、厳しい経営を強いられている。さらに昨年10月
から社会保険の適用範囲が拡大されたが、賃金要件は3年以内に、企業規模要件も10年かけて撤廃することと
している。中小企業の社会保険料負担は年々増加しており、事業主への過度な保険料負担を抑制しつつ、女性の
就労や人材確保の観点から、配偶者控除や第3号被保険者制度の問題を含め、税と社会保障を一括して
議論しなければならない。

Ⅰ 税・財政改革のあり方

1．中小企業の活性化に資する税制措置
中小企業は地域経済の重要な担い手であるだけでなく、日本経済の礎でもある。中小・零細企業は企業全体の
9割以上、国内雇用の7割を占める大きな存在である。そうした企業が将来にわたって存続し、存在感を発揮し
続けるためには、中小企業の活性化が不可欠である。

（1）中小法人に適用される軽減税率の特例15％の本則化、適用所得金額の引上げ
（2）「中小企業投資促進税制」、「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置」の拡充、本則化
（3）償却資産に対する課税の見直し
（4）中小企業の事務負担軽減　等　

2．事業承継税制の拡充
我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経済の活性化や雇用の受け皿などとして大きく貢献している。
中小企業経営者の高齢化も進んでいる中で、中小企業が相続税の負担等によって次世代に円滑な事業の
承継ができなければ、そうした企業が保有する独自の技術やサービスが失われ、ひいては我が国の経済・
社会の根幹が揺らぐことになりかねない。

（1）事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税制の創設
（2）取引相場のない株式の評価の見直し
（3）相続税、贈与税の納税猶予制度の充実

3．消費税への対応
政府は軽減税率制度とインボイス制度について、国民や事業者への影響のほか、低所得者対策の効果等を
検証する必要があり、問題があれば廃止を含めて制度を見直す必要がある。

（1）免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置（80％控除可能）の延長
（2）小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置（2割特例）の延長　等

Ⅱ 経済活性化と中小企業対策

意見広告

税と社会保障の一体改革を！

1990年度と2025年度における国の一般会計歳入・歳出の比較

29.8兆円 38.3兆円 １8.9兆円

公債金（借金）公債金（借金）公債金（借金）
5.6兆円5.6兆円5.6兆円

公債金（借金）公債金（借金）
28.6兆円28.6兆円

1990年度
66.2兆円

2025年度
115.2兆円

出
歳

入
歳

28.2兆円
（過去の借金の返済と利息）

25.1兆円 11.6兆円 １5.3兆円 14.3兆円

（過去の借金の
返済と利息）

＋26.7兆円

1990年度
66.2兆円

2025年度
115.2兆円

税収などの収入　　　　　
※税収：77.8兆円

86.6兆円

税収などの収入　　　　　
※税収：58.0兆円

60.6兆円

＋49.0兆円 ＋4.8兆円 ＋3.6兆円 ＋13.9兆円 ＋25.9兆円 ＋23.1兆円

公共事業、教育、
防衛など 社会保障

地方交付税
交付金等

国債費

公共事業、教育、
防衛など 社会保障地方交付税交付金等

国債費

（注）当初予算ベース　財務省資料から引用

法人会からの提言

私たち法人会は、中小企業を中心として全国約70万社の会員企業を擁する団体です。41都道県に440の単位法人会が組織され、創設以来70年にわたり、国の根幹ともいえる「税」の分野を中心とした活動を全国的に展開
し、申告納税制度の維持・発展に寄与してまいりました。近年は、我が国の将来を見据えた税の提言や各種研修会の開催、地域社会貢献活動に加え、次代を担う児童への租税教育や税の啓発活動、さらには企業の税務コ
ンプライアンス向上に資する取り組みにも力を注いでいます。また、法人会青年部会を中心に、社会保障給付の抑制と安定的な国の歳入確保に資するため「財政健全化のための健康経営プロジェクト」を展開し、①「健康経
営」を柱にした企業の活力向上がもたらす税収の増加、②適切な医療利用による医療費の適正化に向けたアクションプランに取組んでいます。*健康経営はNPO法人健康経営協会の登録商標です。
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＋49.0兆円 ＋4.8兆円 ＋3.6兆円 ＋13.9兆円 ＋25.9兆円 ＋23.1兆円

公共事業、教育、
防衛など 社会保障

地方交付税
交付金等

国債費

公共事業、教育、
防衛など 社会保障地方交付税交付金等

国債費

（注）当初予算ベース　財務省資料から引用

法人会からの提言

私たち法人会は、中小企業を中心として全国約70万社の会員企業を擁する団体です。41都道県に440の単位法人会が組織され、創設以来70年にわたり、国の根幹ともいえる「税」の分野を中心とした活動を全国的に展開
し、申告納税制度の維持・発展に寄与してまいりました。近年は、我が国の将来を見据えた税の提言や各種研修会の開催、地域社会貢献活動に加え、次代を担う児童への租税教育や税の啓発活動、さらには企業の税務コ
ンプライアンス向上に資する取り組みにも力を注いでいます。また、法人会青年部会を中心に、社会保障給付の抑制と安定的な国の歳入確保に資するため「財政健全化のための健康経営プロジェクト」を展開し、①「健康経
営」を柱にした企業の活力向上がもたらす税収の増加、②適切な医療利用による医療費の適正化に向けたアクションプランに取組んでいます。*健康経営はNPO法人健康経営協会の登録商標です。
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　健康経営優良法人認定制度では、規模の大きい企
業等を対象とした「大規模法人部門」と、中小規模の企
業等を対象とした「中小規模法人部門」の2つの部門
があります。大企業と中小企業がそれぞれの構造に合
わせた認定基準で評価されるため、中小企業でも取り
組みやすい仕組みとなっています。ぜひ、認定取得に
挑戦してください。

健康経営優良法人「中小規模法人部門」の認定取得方法
　健康経営優良法人の申請期間は、例年8月中旬～10月中旬で、翌年3月に認定されます。申請手続きは以下
のとおりです。今から準備を始めましょう。
STEP1：健康宣言の実施（随時）

加入している保険者（協会けんぽの各都道府県支部、健康保険組合連合会の各都道府県連合会、国保組
合等）が実施する健康宣言事業への参加が必須です。
※協会けんぽ東京支部の「健康企業宣言」では、チェックシートで現状を確認し、優先して取り組む健康テーマを決定します。
その後、「応募用紙」に取組項目や必要事項を記入して、FAX 送信すると、約1～2週間で「宣言の証」が送付されます。これ
を社内に掲示などして従業員に周知のうえ、実際に取り組みを開始してください。
参考 :https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/tokyo/cat070/collabo271210-1/

STEP2：電子申請書をダウンロード（8月中旬）
初めて申請する企業は、健康経営ポータルサイト「ACTION! 健康経営」https://kenko-keiei.jp/で、
法人名やメールアドレス等を登録します。登録後、専用サイトの URL、ID、パスワードがメールで送付さ
れるので、そこから認定申請書をダウンロードしてください。

STEP3：取り組み状況の確認とアップロード（10月中旬）
「申請内容記載票」シートの設問に回答し、申請法人用サイトに電子データをアップロードします。

STEP4：認定申請料の振込（12月）
請求書が届きますので、期日までに認定申請料（税込16,500円）を振り込みます。

STEP5：審査・認定（翌年3月）
申請内容に基づき審査が行われ、認定委員会で審議のうえ、日本健康会議が「健康経営優良法人」とし
て認定します。
※健康経営優良法人「大規模法人部門」の認定取得方法のついては、健康経営ポータルサイト「ACTION! 健康経営」をご確認ください。

　健康経営優良法人の認定基準は、①経営理念（経営者の自覚）、②組織体制、③制
度・施策実行、④評価・改善、⑤法令遵守・リスクマネジメントの5つのフレームワーク
から構成されています。
　「申請内容記載票」には多数の設問（令和7年版では41問、内8問はブライト
5001）申請時のみ必須）があります。「制度・施策実行」の設問には、現状では、取り
組みができていない（回答ができない）項目があるかもしれません。しかし、健康経
営優良法人の認定要件2)では、すべての項目を満たすことは要求されていませんので、
自社の状況を踏まえて、優先順位が高い項目から取り組みを始め、少しずつ制度・施
策の整備に取り組んでいくのがよいでしょう。
　「健康経営」は、生産年齢人口の減少や労働力不足といった社会的課題に対応し、
企業価値の高めるために重要な経営戦略です。自社だけで推進するには限界があ
りますので、保険者、産業医などの産業保健専門職、健康診断やストレスチェックなどを提供するサービス企業と
連携しながら進めてください。
1) 申請内容記載票の得点の上位500位に「ブライト500」、501～1500位に「ネクストブライト1000」の冠を付与。
2) 健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）認定要件の詳細については、下記を参照してください。
https://kenko-keiei.jp/wp-content/themes/kenko_keiei_cms/files/r7chu_ninteiyoken.pdf

健康経営とは（第4回）

医療法人社団 同友会 理事長
髙谷 典秀

「健康経営優良法人」の認定取得

連載：健康コラム

「健康経営優良法⼈」部⾨の区分

健康経営優良法⼈の認定基準
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法人会の活動

10月27日(月)、源泉部会員向けの年末調整説明
会を医科器械会館2階セミナーホールにおいて開
催しました。本郷税務署法人課税第1部門の担当官
から、令和7年分年末調整のしかたや法定調書の作
成等、留意事項についてDVD視聴も活用しながら
解説いただきました。

10月28日(火)、内閣府副大臣・鈴木隼人氏に対
し、令和8年税制改正提言に関する提言書を提出い
たしました。当日は、増田副会長（税制委員会担当
副会長）と五十嵐監事が出席し、提言の趣旨説明に
加え、地域の取り巻く課題や税制への要望事項に
ついて意見交換を行いました。本会は引き続き、公
平で健全な税制の実現を目指し建設的な提言活動
を進めてまいります。

10月21日、本富士警察署秋田交通課長をはじめ
3名の警察官の方々にご引率いただき「警視庁本庁
見学会」が開催されました。募集開始前から問い合
わせがあるほどの反響で、参加枠いっぱいの40人
での見学となりました。警視庁内ではリアル110番
入電を受ける部署を上方から見下ろし、緊迫した状
況を目の当たりにしました。資料室では、歴史上の
重大事件で実際に使用された品々の展示をじっく
り見学し、その後警視庁でしか購入できないお菓子
などのお土産を手に、最後は職員の方が日々利用
する食堂で特別に昼食を頂きました。ちょっとした
緊張感と素晴らしい学びの1日となりました。ご協

力いただきました元富士警察署方々に心よりお礼
申し上げます。

「警視庁本部見学会＆庁内食堂ランチ」を開催
女性部会主催

本郷百貨店祭りに出店

「年末調整説明会」を開催
－源泉部会－

令和8年度税制改正提言書を内閣府副大臣・鈴木隼人氏へ提出
－税制委員会－

　10月19日(日)、本郷台中学校で開催された本郷
百貨店祭りに出店し、税金クイズや食品ロスクイズ
を実施するとともに、交通遺児育英会の募金活動
も行いました。当日は多くの来場者の皆様から税金
クイズにご参加いただき、募金にもご協力いただき
ました。誠にありがとうございました。

▲よ坊さんもいました ▲税金クイズを実施しました

▲警視庁内で記念撮影

▲左：五十嵐監事　中：鈴木副大臣　右：増田副会長

説明会の様子▶︎
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第39回法人会全国青年の集い 山梨大会
－青年部会長　富永光孝－

11月20日(木)、ホテル機山館において東京小売
酒販組合本富士支部及び本郷間税会との共催によ
り「酒税法と日本酒セミナー」を開催しました。

第1講座では、神田税務署酒類指導官の山根和
彦氏から「酒税法と日本酒」と題して、酒税法におけ
る酒類の分類及び定義、清酒のほかビール系飲料、
ワインなど主要酒類の酒税率などについてお話し
いただきました。

第2講座では、福井県の田辺酒造有限会社の代

表取締役である田邊啓朗氏から「伝統的酒造りと日
本酒の魅力 ～福井の風土を活かした酒造り～」と
題して、同酒蔵で行われている伝統的な製法の「寒
仕込み」や「槽（ふね）搾り」などについて、そして福
井県のお酒の特徴や魅力についてお話しいただき
ました。

講座終了後は、様々な種類の日本酒と同日解禁
となったボジョレーヌーボーを試飲しながら懇談会
を開催しました。

本年の「全国青年の集い」は、11月20日（木）・21
日（金）に山梨県甲府市で開催され、 当会は、部会
長と事務局長2人の“同い年”コン
ビで参加してまいりました。 

例年通りイベントが目白押しでし
たが、部会長サミットでは、 北海道
から四国・九州に至る日本各地の単
位会の部会長と交流を深め、 部会
活動や悩み事について忌憚なく話
し合うことができ、大会ならではの
貴重な時間となりました。 

租税教育・健康経営のプレゼン
テーションで拝聴した内容や、部会

長サミットでの議論を、 今後の活動に生かしていけ
ればと思っております。 

「酒税法と日本酒セミナー」を開催
－社会貢献研修委員会－

▲講師の田邊氏 ▲講師の山根氏▲試飲会の様子

　11月6日(木)、本郷税務署5階大会議室において、
「税を考える週間」協賛行事の一環として「署長講
演会・特別講演会」を開催いたしました。
　第1部では、「お酒のはなし」と題し柳田啓
市税務署長より、酒税法に関する基礎知識や
興味深いエピソードなどについてご講話をい
ただきました。また、前任地である山形県の日
本酒事情についてもご紹介いただきました。
　第2部では、「食品ロス削減・ごみと資源の
分け方・出し方講座」と題し、文京区資源環境
部リサイクル清掃課のご担当者より、文京区

の食品ロス対策や令和7年4月から開始されたプラ
スチックごみの分別収集における留意点や分別方
法についてお話しいただきました。

「“税を考える週間”署長講演会・特別講演会」を開催

▲文京区リサイクル清掃課 担当者による講演

▲富永青年部会長▲大会の様子

▲柳田署長による講演




